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令和２年７月２２日判決言渡  

令和２年（行コ）第１０００２号 特許料納付書却下処分取消請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所令和元年（行ウ）第２７８号） 

口頭弁論終結日 令和２年６月１５日 

判 決 

 

控   訴   人     中 井 紙 器 工 業 株 式 会 社 

 

   

       控 訴 人     株 式 会 社 グ ラ セ ル 

        

上記両名訴訟代理人弁護士     木   内   加 奈 子 

             西   阪       裕 

 

     被 控 訴 人     国 

      

     処 分 行 政 庁     特 許 庁 長 官   

     指 定 代 理 人     笠   間   那 未 果 

                  芝   原   智   史 

                  大   江   摩 弥 子 

                  今   福   智   文 

                  尾   﨑   友   美 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 特許第５１８１０３５号の特許権に係る第４年分の特許料納付書について，

特許庁長官が平成２９年８月３日付けでした手続却下の処分を取り消す。 

第２ 事案の概要（略称は，特に断りのない限り，原判決に従う。） 

 １ 事案の要旨 

本件は，特許第５１８１０３５号の特許権（以下「本件特許権」といい，本

件特許権に係る特許を「本件特許」という。）を共有していた控訴人中井紙器

工業株式会社（以下「控訴人中井紙器」という。）及び控訴人株式会社グラセ

ル（以下「控訴人グラセル」という。）が，本件特許権の第４年分の特許料の

追納期間経過後に同年分の特許料及び割増特許料（以下，これらを併せて「本

件特許料等」という。）を追納するための特許料納付書（以下「本件特許料納

付書」という。）を提出したが，特許庁長官が，控訴人らが追納期間内に本件

特許料等を納付することができなかったことについて特許法（以下「法」とい

う。）１１２条の２第１項に規定する「正当な理由」があるものと認められな

いとして，本件特許料納付書に係る手続を却下する旨の手続却下の処分（以下

「本件却下処分」という。）をしたため，その取消しを求める事案である。 

原審は，特許庁長官のした本件却下処分に違法はないとして，控訴人らの請

求を棄却した。 

控訴人らは，原判決を不服として本件控訴を提起した。 

２ 前提事実 

以下のとおり訂正するほか，原判決の「事実及び理由」の第２の２に記載の

とおりであるから，これを引用する。 

  ⑴ 原判決２頁２１行目の「本件特許の出願」を「本件特許出願」と改め，同

頁２２行目から２４行目までを次のとおり改める。 

「⑶ 控訴人中井紙器は，平成２４年１２月２８日，本件特許出願について
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特許査定を受け，平成２５年１月１１日，第１年から第３年までの各年

分の特許料を納付し，同月１８日，本件特許権の設定登録を受けた（甲

１３，１４）。 

   控訴人中井紙器は，そのころまでに，Ａ弁理士に対し，本件特許権の

第４年分以降の特許料の納付管理（以下「本件年金管理」という。）を

委任した（甲８）。」 

  ⑵ 原判決２頁末行の「２１日，」の後に「Ｂ弁理士を代理人として，」を加

える。 

  ⑶ 原判決３頁２行目の「乙４」を「乙４，５」と，同頁１０行目の「告知を

した。」を「告知を口頭でした。」と改め，同頁１６行目末尾に行を改めて

次のとおり加える。 

   「 また，Ａ弁理士は，そのころ，Ａ弁理士の事務所で特許料の納付管理事

務に従事していた担当者に対し，本件年金管理の事務をしなくてよい旨の

指示をするとともに，控訴人中井紙器の本件特許権以外の権利については

今後も特許料の納付管理事務を行うよう指示をした（甲８）。」 

  ⑷ 原判決３頁２０行目から２１行目にかけての「（甲２，３，乙１４）」を

「（乙１３，１４）」と改め，同頁２５行目の「⑼」の後に次のとおり加え

る。 

   「 特許庁は，平成２７年８月１３日，本件訂正を認め，本件特許の請求項

１ないし３に係る発明についての特許を無効とする旨の審決（以下「本件

審決」という。乙１６）をした。」 

  ⑸ 原判決４頁２５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 

「 Ｂ弁理士と同じ特許事務所に所属するＣ弁理士は，同年７月２８日，イ

ンターネットの特許情報プラットホームにおいて，本件特許権の第４年分

の特許料が納付されている旨の表示がないことを確認したが，同年分の納

付状況が反映されていないだけであろうと考え，特段の措置を講じなかっ
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た。Ｂ弁理士は，同年８月２４日，控訴人中井紙器の代理人のＤ弁理士に

対し，本件特許権の第４年分の特許料の納付状況の報告等を求める旨の問

合せをした。Ｄ弁理士は，同日，控訴人中井紙器の担当者を通じてＡ弁理

士に対して第４年分の特許料の納付について確認したところ，納付手続を

していないことが判明し，本件追納期間内に本件特許料等の納付がされて

いないことを知った（乙８，２６）。」 

⑹ 原判決５頁１行目の「（以下「本件特許料納付書」という。）」を「（本

件特許料納付書）」と，同頁１５行目の「（以下「本件却下処分」という。）」

を「（本件却下処分）」と，同頁１９行目の「前項の審査請求」を「同審査

請求」と改める。 

 ３ 争点 

   控訴人らが本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったこ

とについて「正当な理由」（法１１２条の２第１項）の有無 

第３ 争点に関する当事者の主張 

   以下のとおり訂正し，当審における控訴人らの補充主張を加えるほかは，原

判決の「事実及び理由」の第３に記載のとおりであるから，これを引用する。 

 １ 原判決の訂正 

  ⑴ 原判決６頁８行目の「本件特許権」から９行目の「事務処理」までを「本

件年金管理の事務」と改める。 

  ⑵ 原判決７頁６行目の「本件特許権の年金管理」を「本件年金管理」と改め

る。 

 ２ 当審における控訴人らの補充主張 

  ⑴ 控訴人中井紙器の「正当な理由」について 

   ア 特許権を維持するために支払う特許料の納付管理（以下「年金管理」と

いう。）は，単に期限の管理をすればよいだけではなく，各国の年金期限

管理，当該年次における納付すべき特許料の管理，各国の法律の改正情報
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の収集など様々な事務処理が含まれ，容易になし得る業務ではないため，

特許庁は，年金管理会社や特許事務所（以下，これらを併せて「年金管理

サービス会社」という。）などに外部委託することを推奨している（甲１

８）。そして，特許権者は，年金管理サービス会社に年金管理を委託し，

相応の対価を支払うことで，自社で年金管理を行うことから解放され，年

金管理サービス会社からの期限通知に対し，権利維持の意思表示を行うの

みで年金納付手続がされているという運用がされている（甲１８）。 

このような年金管理の運用実態に鑑みれば，特許権者は，年金管理サー

ビス会社に年金管理を委任（委託）した時点で，特許料の納付期限の徒過

を回避するために相当な注意を尽くしたと解すべきである。 

   イ 控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に対し，本件特許権を含む多くの特許権の

年金管理を委任しており，本件特許権の第４年分の特許料についても，Ａ

弁理士からの「年金通知のご案内」という納付期限が近付いている旨の通

知を受け， 納付手数料，印書代，電子化情報処理料といった年金管理費用

をＡ弁理士に支払うことが予定されていた。 

そして，控訴人中井紙器は，平成２７年６月１日，Ａ弁理士に対し，本

件無効審判に係る手続の委任のみを解除することを明確に告知したが（甲

２，３），本件年金管理に係る事務の委任については解除していないから，

本件特許権の第４年分の特許料の納付期限である平成２８年１月１８日及

び本件追納期間の末日である同年７月１９日の時点において，本件年金管

理はＡ弁理士に委任されたままの状態であった。 

     したがって，控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に本件年金管理を委任したこ

とにより，相当な注意を尽くしたものといえるから，控訴人中井紙器が本

件追納期間内に本件特許料等を追納することができなかったことについて

「正当な理由」（法１１２条の２第 1 項）がある。 

  ⑵ 控訴人グラセルの「正当な理由」について 
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   ア 特許権が共有である場合，各共有者が年金管理に関し一律に同等の注意

義務を有するものと解すると，共有者（例えば，大企業と個人が特許権を

共有する場合の個人の共有者）によっては過度な負担を強いられることが

あるから，共有者の注意義務は，共有者間における契約等の取決めによっ

て柔軟に解釈すべきであり，具体的には，共有者間で年金管理の責任の所

在を明確にし，年金管理義務を有する者を明確にした時点で，年金管理義

務を有しない他の共有者は，相当な注意を尽くしたと解すべきである。 

   イ 控訴人グラセルと控訴人中井紙器は平成２８年３月９日成立した本件和

解契約（乙２５）において，本件特許権を控訴人らの共有とし，控訴人グ

ラセルは，控訴人中井紙器からの請求を待って本件特許権の持分に従った

年金（特許料）を控訴人中井紙器に支払う旨の合意をし，控訴人グラセル

は本件年金管理の義務を有しないことを明確にした。 

     したがって，控訴人グラセルは，控訴人中井紙器との本件和解契約の締

結により控訴人グラセルが本件年金管理の義務を有しないことを明確にし

た時点で，相当な注意を尽くしたものといえるから，控訴人グラセルが本

件追納期間内に本件特許料等を追納することができなかったことについて

「正当な理由」（法１１２条の２第 1 項）がある。 

  ⑶ まとめ 

    以上のとおり，控訴人らには，いずれも本件追納期間内に本件特許料等を

追納することができなかったことについて「正当な理由」（法１１２条の２

第１項）があるから，これを否定した本件却下処分の判断は誤りである。 

    したがって，本件却下処分は違法として取り消されるべきである。 

第４ 当裁判所の判断 

当裁判所も，本件却下処分に控訴人ら主張の違法があるとは認められず，控

訴人らの請求は理由がないものと判断する。 

その理由は，以下のとおり訂正し，当審における控訴人らの補充主張につい
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て判断するほかは，原判決の「事実及び理由」の第４の１に記載のとおりであ

るから，これを引用する。 

１ 原判決の訂正 

⑴ 原判決１３頁３行目から９行目までを次のとおり改める。 

「 法１１２条の２第１項に規定する「正当な理由」があるときとは，法１

１２条４項若しくは５項により遡って消滅したものとみなされた特許権又

は同条６項により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特

許権者において，追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くした

にもかかわらず，客観的な事情により追納期間内に特許料及び割増特許料

を納付することができなかったときをいうものと解するのが相当である。 

以下のとおり，控訴人らが本件追納期間内に本件特許料等を納付するこ

とができなかったことについて「正当な理由」があるということはできな

い。」 

⑵ 原判決１３頁１８行目の「困難であったなどと主張する。」を「困難であ

ったから，控訴人らが本件追納期間内に本件特許料等を納付することができ

なかったことについて「正当な理由」がある旨主張する。」と，同頁２１行

目から２２行目にかけての「業務であり，かつ，容易になし得ることである。」

を「業務である。」と，同頁２５行目の「平成２８年」を「同年」と改める。 

⑶ 原判決１４頁４行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 

「 したがって，控訴人らの前記主張は採用することができない。」 

⑷ 原判決１４頁５行目の「ウ これに対し，」を「ウ また，」と，同頁９

行目の「前記第２の２⑺」から２３行目の「仮に，」までを「仮に控訴人ら

の主張するように」と改める。 

⑸ 原判決１５頁５行目末尾に行を改めて次のとおり加える。 

 「 また，特許権者が特許料の納付管理又は納付手続を代理人に委任してい

る場合は，その法律関係の形成に必要となる利益保護措置を講じることも



 8 

代理人に委ねているのが通常であると解されるから，法律関係の形成に影

響を及ぼすべき主観的態様は原則として代理人の主観的態様に従って判

断されるべきである（民法１０１条参照）。そうすると，法１１２条の２

第１項に規定する「正当な理由」の有無についても，原則として原特許権

者の代理人について決するのが相当であると解されるから，原特許権者が

代理人を適切に選任したというだけでは，原特許権者に「正当な理由」が

あるということはできない。」 

⑹ 原判決１５頁７行目の「必要な注意」を「相当な注意」と，同頁９行目の

「オ」を「エ」と，同頁１０行目の「同年」を「平成２８年」と，同頁１５

行目の「第４年分の特許料等」を「本件特許料等」と，同頁１７行目の「支

払」を「特許料の支払」と改める。 

⑺ 原判決１６頁１４行目の「特許料等」を「本件特許料等」と，同頁１６行

目から１７行目にかけての「客観的にみて」を「客観的事情により」と改め，

同頁２１行目の「あったとしても，」の後に「控訴人グラセルは上記持分を

取得し，本件特許権の共有者になった以上，」を加える。 

⑻ 原判決１７頁１行目の「本件年金管理事務も」から６行目の「また，」ま

でを削り，同頁１１行目から１４行目までを次のとおり改める。 

「 以上のとおり，控訴人らが本件追納期間の徒過を回避するために相当な

注意を尽くしたものと認めることはできない。 

  したがって，控訴人らが本件追納期間の徒過を回避するために相当な注

意を尽くしたにもかかわらず，客観的な事情により本件追納期間内に本件

特許料等を納付することができなかったものと認めることはできないか

ら，控訴人らが本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなか

ったことについて「正当な理由」（法１１２条の２第１項）があるという

ことはできない。」 

２ 当審における控訴人らの補充主張について 
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⑴ 控訴人中井紙器の正当な理由の有無について 

控訴人らは，①特許庁は，年金管理事務を年金管理サービス会社などに外

部委託することを推奨し，特許権者は，年金管理サービス会社に年金管理を

委託し，相応の対価を支払うことで，自社で年金管理を行うことから解放さ

れ，年金管理サービス会社からの期限通知に対し，権利維持の意思表示を行

うのみで年金納付手続がされているという年金管理の運用実態に鑑みれば，

特許権者は，年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で，特許料の

納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたと解すべきである，

②控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に対し，本件特許権を含む多くの特許権の年

金管理を委任し，本件特許権の第４年分の特許料についても，Ａ弁理士から

の「年金通知のご案内」という納付期限が近付いている旨の通知を受け， 

納付手数料，印書代，電子化情報処理料といった年金管理費用をＡ弁理士に

支払うことが予定されており，本件特許権の第４年分の特許料の納付期限で

ある平成２８年１月１８日及び本件追納期間の末日である同年７月１９日の

時点において，本件年金管理はＡ弁理士に委任されたままの状態であったか

ら，控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に本件年金管理を委任したことにより，相

当な注意を尽くしたものといえるとして，控訴人中井紙器が本件追納期間内

に本件特許料等を納付することができなかったことについて「正当な理由」

（法１１２条の２第 1 項）がある旨主張する。 

ア そこで検討するに，前記第２の２の前提事実によれば，①控訴人中井紙

器は，本件特許権の設定登録がされた平成２５年１月１８日ころまでに，

Ａ弁理士に対し，本件特許権の第４年分以降の特許料の納付管理（本件年

金管理）を委任したこと，②Ａ弁理士は，平成２７年６月１日，控訴人中

井紙器のＸ１会長から，口頭で，本件無効審判に係る手続の代理人を解任

する趣旨の告知を受けた後，控訴人中井紙器に対し，同日付けで本件無効

審判に係る手続の委任を解除した旨の書面の提出を求める旨の甲３の書面
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を送付し，控訴人中井紙器は，Ａ弁理士に対し，同日付けで本件無効審判

に係る委任を解除したことに相違ない旨の甲２の書面を送付したこと，③

Ａ弁理士は，Ｘ１会長から上記告知を受けたころ，Ａ弁理士の事務所で特

許料の納付管理事務に従事していた担当者に対し，本件年金管理の事務を

しなくてよい旨の指示をするとともに，控訴人中井紙器の本件特許権以外

の権利については今後も特許料の納付管理事務を行うよう指示をしたこと，

④本件特許権の第４年分の特許料の納付期限の平成２８年１月１８日及び

本件追納期間の末日の同年７月１９日が経過するまでの間，Ａ弁理士は，

控訴人中井紙器に対し，上記納付期限の案内や本件追納期間に関する連絡

を行わなかったことが認められる。上記認定事実によれば，控訴人中井紙

器から本件年金管理に係る事務の委任により，その代理人となったＡ弁理

士は，控訴人中井紙器から本件無効審判に係る手続の委任の解除の告知を

受けた際に，本件年金管理に係る委任も解除されたものと認識したことが

認められる。 

  しかるところ，先に説示したとおり，特許権者が特許料の納付管理又は

納付手続を代理人に委任している場合は，法律関係の形成に影響を及ぼす

べき主観的態様は原則として代理人の主観的態様に従って判断されるべき

であり（民法１０１条参照），法１１２条の２第１項に規定する「正当な

理由」の有無についても，原則として原特許権者の代理人について決する

のが相当であると解されるから，控訴人ら主張の年金管理の運用実態を勘

案しても，特許権者が年金管理サービス会社に年金管理を委任した時点で，

特許料の納付期限の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたというこ

とはできない。 

  したがって，控訴人中井紙器がＡ弁理士に本件年金管理を委任した時点

で控訴人中井紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽

くしたものと認めることはできない。 
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イ 次に，Ａ弁理士は，控訴人中井紙器の代理人として，本件特許権の第４

年分の特許料の不納付及び本件追納期間の徒過により本件特許権が遡って

消滅したものとみなされる効果が生じることを認識し，又は認識すべきで

あったことに照らすと，前記アのとおり本件年金管理に係る委任が解除さ

れたものと認識したとしても，控訴人中井紙器に対し，自らの認識と控訴

人中井紙器の認識に齟齬がないかどうかを確認し，あるいは控訴人中井紙

器が本件特許権の第４年分の特許料の納付期限を明確に把握しているかど

うかを控訴人中井紙器に確認するなど本件追納期間の徒過を回避するため

に必要な措置をとるべきであったものと解される。そして，本件において

は，Ａ弁理士がかかる措置をとったことを認めるに足りる証拠はない。 

そうすると，控訴人らが主張するように控訴人中井紙器とＡ弁理士との

間の本件年金管理の事務の委任契約が本件追納期間中も存続していたとし

ても，Ａ弁理士は控訴人中井紙器の代理人として本件追納期間の徒過を回

避するために相当な注意を尽くしたものと認めることはできない。 

加えて，前記認定（原判決１５頁９行目から２１行目まで）のとおり，

控訴人中井紙器においては，本件追納期間内に締結した本件和解契約によ

り，本件特許権の一部（持分）を控訴人グラセルに譲渡するに当たり，本

件特許権の第４年分の特許料が納付期限までに納付されているかどうかを

確認し，その納付が未了である場合には本件追納期間内に本件特許料等を

納付すべき取引上の注意義務を負っていたのであるから，自ら又はＡ弁理

士を通じて上記納付の有無について必要な調査・確認を行うべきであった

にもかかわらず，かかる調査・確認を行っていないことに照らすと，控訴

人中井紙器自らも本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽く

したものと認めることはできない。 

   ウ 以上によれば，本件特許権を共有していた原特許権者である控訴人中井

紙器が本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたにもか
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かわらず，客観的な事情により本件追納期間内に本件特許料等を納付する

ことができなかったものと認めることはできないから，控訴人中井紙器が

本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについ

て「正当な理由」（法１１２条の２第１項）があるということはできない。 

したがって，控訴人らの前記主張は理由がない。 

⑵ 控訴人グラセルの正当な理由の有無について 

控訴人らは，①特許権が共有である場合，各共有者が年金管理に関し一律

に同等の注意義務を有するものと解すると，共有者（例えば，大企業と個人

が特許権を共有する場合の個人の共有者）によっては過度な負担を強いられ

ることがあるから，共有者の注意義務は，共有者間における契約等の取決め

によって柔軟に解釈すべきであり，具体的には，共有者間で年金管理の責任

の所在を明確にし，年金管理義務を有する者を明確にした時点で，年金管理

の義務を有しない他の共有者は，相当な注意を尽くしたと解すべきである，

②控訴人グラセルと控訴人中井紙器は，本件和解契約において，本件特許権

を控訴人らの共有とし，控訴人グラセルは，控訴人中井紙器からの請求を待

って本件特許権の持分に従った年金（特許料）を控訴人中井紙器に支払う旨

の合意をし，控訴人グラセルには本件年金管理の義務を有しないことを明確

にしたから，控訴人グラセルは，控訴人中井紙器との間で本件和解契約を締

結した時点で，相当な注意を尽くしたものといえるとして，控訴人グラセル

が本件追納期間内に本件特許料等を追納することができなかったことについ

て「正当な理由」（法１１２条の２第 1 項）がある旨主張する。 

   ア しかしながら，特許権の共有者が合意により各自の特許料の負担割合を

定めたとしても，それは共有者間の内部的な取決めにすぎず，各共有者は，

特許料全額の納付義務を負うものと解されるから，控訴人グラセルと控訴

人中井紙器が，本件和解契約により，控訴人グラセルは，控訴人中井紙器

からの請求を待って本件特許権の持分に従った年金（特許料）を控訴人中
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井紙器に支払う旨の合意をしたからといって，控訴人グラセルにおける本

件特許権の特許料の納付義務に影響を及ぼすものではない。 

そして，前記認定（原判決１６頁１行目から１１行目まで）のとおり，

控訴人グラセルは，本件和解契約に当たり，控訴人中井紙器に対し，本件

特許権の第４年分の特許料が納付期限までに納付されているかどうかを確

認し，その納付が未了である場合には本件追納期間内に本件特許料等を納

付するよう求めることに困難はなかったにもかかわらず，控訴人グラセル

が控訴人中井紙器に対し上記確認のための照会をしたり，あるいは自ら納

付の有無について調査したことをうかがわせる証拠はないことに照らすと，

控訴人グラセルが本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽く

したものと認めることはできない。 

イ 以上によれば，本件特許権を共有していた原特許権者である控訴人グラ

セルが本件追納期間の徒過を回避するために相当な注意を尽くしたにもか

かわらず，客観的な事情により本件追納期間内に本件特許料等を納付する

ことができなかったものと認めることはできないから，控訴人グラセルが

本件追納期間内に本件特許料等を納付することができなかったことについ

て「正当な理由」（法１１２条の２第１項）があるということはできない。 

したがって，控訴人らの前記主張は理由がない。 

３ 結論 

以上のとおり，控訴人らが本件追納期間内に本件特許料等を納付することが

できなかったことについて「正当な理由」（法１１２条の２第１項）があると

いうことはできないから，本件却下処分に違法はない。 

   したがって，控訴人らの請求を棄却した原判決の結論は相当であって，本件

控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第４部 
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